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  （別紙） 

「特別用途食品の表示許可等について」（新旧対照表） 

 

改正後（新） 改正前（旧） 

特別用途食品の表示許可等について（令和元年９月９日消食表第 296 号） 

 

別添３  

 

特別用途食品の取扱い及び指導要領 

 

１～３ （略） 

４ 許可等申請時の注意事項 

（１）・（２） （略） 

（３） 申請書の提出 

ア （略） 

イ 表示の許可等に係る手数料のうち国庫に納付すべきものについて

は、健康増進法施行令（平成 14 年政令第 361 号。以下「施行令」とい

う。）第７条第１号に定める額に相当する額の収入印紙を許可申請書に

貼付して、又は消費者庁により発行された施行令第７条第１号に定め

る額の納入告知書により、納入すること。なお、貼付した収入印紙に

は押印等を行わないこと。 

 

 （４） 

 ア （略） 

  イ 製品見本は、その試験検査のため、申請後、許可等申請書の写しを

特別用途食品の表示許可等について（令和元年９月９日消食表第 296 号） 

 

別添３  

 

特別用途食品の取扱い及び指導要領 

 

１～３ （略） 

４ 許可等申請時の注意事項 

（１）・（２） （略） 

（３） 申請書の提出 

ア （略） 

イ 表示の許可等に係る手数料のうち国庫に納付すべきものについて

は、健康増進法施行令（平成 14 年政令第 361 号）第７条第１号に定め

る額に相当する額の収入印紙を許可申請書に貼付して納入すること。

なお、貼付した収入印紙には押印等を行わないこと。 

 

 

 

（４）  

ア （略） 

  イ 製品見本は、その試験検査のため、申請後、許可等申請書の写しを
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添付して、申請者が直接、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研

究所（以下「研究所」という。）又は消費者庁長官から登録を受けた試

験機関（以下「登録試験機関」という。）に持ち込むこと。なお、検査

依頼の際には、研究所にあっては施行令第７条第２号に定める額、登

録試験機関にあっては法第 50条第２項の試験業務規程に定める額を、

それぞれ納付するものとする。 

また、研究所又は登録試験機関での試験検査における具体的な分析

項目は、本通知の別添２「特別用途食品の表示許可申請時に注意すべ

き事項」の別紙１によることとし、検査依頼の方法は、研究所又は登

録試験機関の定める方法に従うこと。 

ウ （略） 

 

５～10 （略） 

 

添付して、申請者が直接、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研

究所（以下「研究所」という。）又は消費者庁長官から登録を受けた試

験機関（以下「登録試験機関」という。）に持ち込むこと。なお、検査

依頼の際には、研究所にあっては健康増進法施行令第７条第２号に定

める額、登録試験機関にあっては法第 50 条第２項の試験業務規程に定

める額を、それぞれ納付するものとする。 

また、研究所又は登録試験機関での試験検査における具体的な分析

項目は、本通知の別添２「特別用途食品の表示許可申請時に注意すべ

き事項」の別紙１によることとし、検査依頼の方法は、研究所又は登

録試験機関の定める方法に従うこと。 

 ウ （略） 

 

５～10 （略） 

 

 


